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令和７年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算

議案番号 議案第 116 号 議案名 令和７年度琴浦町一般会計補正予算(第５号)

目 的

老朽化した防災行政無線放送卓の改修にかかる予算を追加するほか、当初予

定していた携帯電話網を活用した防災行政情報提供システム導入にかかる予

算を減額するもの。

落雷による影響で被害を受けた聖郷小学校の設備及び、学校給食センター外

調機の故障が頻発していることから早急な対応を行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 追加内容

歳入予算の補正内容については、次のとおりである。

[単位：千円]

歳出予算の補正内容については、次のとおりである。

(１) 防災行政無線放送卓改修事業 [94,655 千円]

ア 事業説明

老朽化した防災行政無線放送設備の操作卓(親卓）の改修を行う。

イ 経費

防災行政無線放送卓改修業務委託料 [94,655 千円]

ウ 財源

町債 [94,600 千円]

一般財源 [55 千円]

(２) 防災行政情報提供システム導入事業 [△326,580 千円]

ア 事業説明

老朽化した防災行政無線放送設備に代わり、携帯電話網を活用し

た防災行政情報提供システムの導入について予定していたが、事業

をとりやめる。

イ 経費

補正前予算額 補正額 補正後予算額

13,918,214 △223,410 13,694,804

款名称等 補正額

国庫支出金 △92,510

繰入金 8,000

町債 △138,900

合 計 △223,410
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防災行政情報伝達システム導入業務委託料 [△326,580 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [△92,510 千円]

町債 [△233,500 千円]

一般財源 [△570 千円]

(３) 聖郷小学校修繕事業 [1,355 千円]

ア 事業説明

落雷よる影響で聖郷小学校設備（多目的トイレ警報制御盤・親時

計・空調（２箇所））が故障したため、早急に修繕を行う。

イ 経費

修繕料 [1,355 千円]

ウ 財源

一般財源 [1,355 千円]

(４) 学校給食センター維持管理事業 [7,084 千円]

ア 事業説明

老朽化による学校給食センター外調機の故障が頻発しているた

め、早急に修繕を行う。

イ 経費

修繕料 [7,084 千円]

ウ 財源

一般財源 [7,084 千円]

２ 繰越明許費

追加 [単位：千円]

補足事項

事業名 金 額

防災行政無線放送卓改修事業 94,655

Ｊアラート機器更新事業 7,034
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令和７年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 その他

議案番号 議案第 117 号 議案名
教育委員会教育長の任命につき同意を求めること

について

目 的
教育委員会教育長の任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律(昭和31年法律第162号)第4条第１項の規定により教育長を選任するもの。

内 容

１ 概要

現在、教育委員会教育長である河原 裕司(かわはら ひろし)氏が、令和７

年 10 月 26 日をもって任期満了となることに伴い、識見を有する者である同氏

を教育長に再任するもの。

なお、任命にかかわる同一政党要件（教育委員定数に１を加えた数の２分の

１以上の者が同一の政党に所属することとなってはいけない）に抵触しないこ

とは確認済み。

２ 内容

(１) 氏名 河原 裕司(かわはら ひろし)

(２) 任期 令和７年 10 月 27 日から令和 10 年 10 月 26 日まで

補足事項
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令和７年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 その他

議案番号 議案第 118 号 議案名
教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて

目 的

教育委員会委員の任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律(昭和 31 年法律第 162 号)第４条第２項の規定により教育委員会委員を選任

するもの。

内 容

１ 概要

現在、教育委員会委員である黒松悟司(くろまつ さとし)氏が、令和７年

10 月 26 日をもって任期満了となることに伴い、識見を有する者である同氏を

教育委員会委員に再任するもの。

なお、任命にかかわる同一政党要件（教育委員定数に１を加えた数の２分の

１以上の者が同一の政党に所属することとなってはいけない）に抵触しないこ

とは確認済み。

２ 内容

(１) 氏名 黒松 悟司(くろまつ さとし)

(２) 任期 令和７年 10 月 27 日から令和 11 年 10 月 26 日まで(４年間)

補足事項
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